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令和７年度 自主的点検実施地区一覧表

都道 総事 総便益 総費用 分析

府県 事業名 業費 Ｂ Ｃ 結果 1 2 3 4 5 2 効率性

（千円） （千円） （千円） Ｂ/Ｃ (1) (2) (3) (1) (1) (2) (3)

① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③

1 徳島 四国局 徳島署 復旧治山 小川 おがわ 140,000 151,193 120,024 1.26 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ － －

2 徳島 四国局 徳島署 復旧治山 川上 かわかみ 70,000 226,261 61,186 3.70 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ － －

3 徳島 四国局 徳島署 保安林総合改良整備 霧谷 きりたに 3,800 41,197 3,321 12.40 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ － Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

4 香川 四国局 香川所 復旧治山 柞野 くぬぎの 157,000 149,990 135,129 1.11 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

5 香川 四国局 香川所 復旧治山 屋島 やしま 275,000 363,622 225,873 1.61 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ

6 香川 四国局 香川所 復旧治山 柏原 かしはら 423,500 927,519 345,176 2.69 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ － Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ － Ａ

7 愛媛 四国局 愛媛署 復旧治山 滑床山 なめとこやま 170,000 365,454 146,234 2.50 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ － Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ －

8 高知 四国局 四万十署 復旧治山 大堂山 おおどうやま 281,000 312,347 235,699 1.33 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ － Ａ Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ － －

9 高知 四国局 四万十署 復旧治山 野々川山 ののがわやま 66,000 278,523 57,690 4.83 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ － Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ － －

10 高知 四国局 四万十署 保安林総合改良整備 入野東浜林 いりのひがしはまりん 6,000 104,228 5,245 19.87 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

11 高知 四国局 四万十署 保安林総合改良整備 鹿場山 しかばやま 640 4,437 560 7.92 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

12 高知 四国局 四万十署 保安林総合改良整備 払川山１ はらいがわやま１ 4,024 51,521 3,517 14.65 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

13 高知 四国局 四万十署 保安林総合改良整備 森ヶ内山２ もりがうちやま２ 1,108 14,179 968 14.65 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

14 高知 四国局 四万十署 保安林総合改良整備 森ヶ内山３ もりがうちやま３ 2,536 32,488 2,216 14.66 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

15 高知 四国局 四万十署 保安林総合改良整備 大古味山１ おおこみやま１ 2,656 25,710 2,322 11.07 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

16 高知 四国局 嶺北署 復旧治山 午蒡谷山 ごぼうだにやま 268,213 417,706 252,842 1.65 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ － －

17 高知 四国局 嶺北署 復旧治山 名ノ川山 なのかわやま 17,000 46,195 14,859 3.11 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ａ － －

18 高知 四国局 嶺北署 復旧治山 長沢山 ながさわやま 159,000 351,188 136,314 2.58 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ － －

19 高知 四国局 嶺北署 保安林総合改良整備 小南川山 おみながわやま 6,410 88,582 5,603 15.81 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

20 高知 四国局 嶺北署 保安林総合改良整備 一ノ谷山 いちのたにやま 9,420 126,558 8,234 15.37 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

21 高知 四国局 嶺北署 保安林総合改良整備 八風呂五斗尻山 やぶろごとじりやま 2,230 26,661 1,949 13.68 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

22 高知 四国局 嶺北署 保安林総合改良整備 奥南川山１ おくみながわやま１ 2,690 31,957 2,351 13.59 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ｃ － Ｂ － －

23 高知 四国局 高知中部署 保安林総合改良整備 猪野々山 いののやま 2,220 52,209 1,940 26.91 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ － Ａ － －

24 高知 四国局 安芸署 保安林総合改良整備 栃谷山 とちだにやま 3,600 53,343 3,146 16.96 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ － Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ － －

整
理
番
号

四国森林管理局

チェックリスト

備考事業実施主体

Ⅰ 必須事項 Ⅱ 優先配慮事項

事業実施地区名 1 有効性 3 事業の実施環境等

(4) (5)



【記載要領】

1．治山事業、森林整備事業ごとに別葉とする。

2．事業実施主体は、事業を実施する森林管理署等の名称を記載する。

3．事業名は、治山事業にあっては、「国有林治山事業実施要領」の第３に定める事業区分を記載する。

森林整備事業にあっては、森林環境保全整備事業又は森林居住環境整備事業の別を記載する。
4．事業実施地区名は、運用第２の区分による。事業実施地区名には、ふりがなを付す。
5．総事業費、総便益及び総費用は、千円未満四捨五入とし千円単位で記載する。
6．分析結果は、小数点以下第３位四捨五入とし小数点以下第２位まで記載する。
7．チェックリストの各項目は、各判定基準に基づき、必要事項については｢○｣又は｢－｣を、優先配慮事項については｢Ａ｣､｢Ｂ｣､｢Ｃ｣又は｢－｣を記載する。

（参考） チエックリストの判定基準
令和７年４月21日付け ７林整計第29号 「林野公共事業における事業評価マニュアル」チエックリストによる

Ⅰ 1 山地災害の防止、水源の涵養、生活環境の保全・形成等の観点から見て、当該事業を実施する必要性が認められること。
必 2 地形、地質、地理状況等から見て、当該事業の施工が技術的に可能であること。

須 3 費用便益分析の結果が1.0以上であること。

事 4 事業実施要領等に規定された事業内容、採択基準の要件に適合していること。・採択に係る事業の工期が別に定められた「限度工期」を超えないこと。

項 5 自然環境・景観の保全・形成の視点から見て、当該事業が適当であること。

Ⅱ （2）A（ダム等の取水施設上流の水資源の確保に資するための計画）・B（Ａ以外での水資源の確保に資するための計画）・－（該当なし）

（3）A（事業の実施により生活環境保全機能及び保健文化機能を発揮する計画）・B（事業の実施により生活環境保全機能、保健文化機能のいずれかの機能を発揮する計画）・－（該当なし）

優 2 効率性 （1）A（事業の経済性・効率性が確保されているとともに、コスト縮減効果の発現が期待できる計画）・B（事業の経済性・効率性が確保されている計画）・C（A、B以外の計画）

先 （1）A（自然環境・景観の保全が求められる地域等であって、自然環境等に対する配慮がなされている計画）・B（Ａには該当しないが、自然環境・景観に対して配慮がなされている計画）・－（該当なし）

配

慮

事 （3）A（森林整備を実施する計画）・B（治山施設設備により森林整備が促進される計画）・－（該当なし）

項

⑤ A（当該事業を早急に実施しなければ他事業の進捗等に著しい影響が生じる）・B（当該事業を早急に実施することにより他事業の円滑な推進に資する）・－（該当なし）

（5）① A（地域関係者等から同意又は理解を得られている）・B（地域関係者等から同意又は理解を得られる見込みとなっている）・C（A、B以外）

② A（他事業との連係が図られた計画）・B（他事業との連係について調整中）・－（該当なし）

③ A（地域防災計画、国土強靱化地域計画等関連した計画に位置付けされている）・B（地域防災計画、国土強靱化地域計画等関連した計画に位置付けされるよう調整中）・－（該当なし）

1 有効性

（1）A（流域保全上重要な河川上流、かつ、集落、道路、農地のうち、いずれかを保護するための計画）・B（流域保全上重要な河川上流又は、集落、道路、農地のうち、いずれかを保護するための計画）
・－（該当なし）

3 事業の
実施環境
等

④ A（生活用水等の利用に係る水源森林で、次のいずれかの項目に該当する地区（ア）過去、渇水被害が発生 （イ）生活用水等への土砂等の流入、水質の汚濁等が発生）・B（生活用水等の利用に係る
水源森林で、過去に生活用水等への影響はなかったものの、土砂等の流出が発生した地区）・C（Ａ、Ｂ以外で水資源の確保の必要性がある地区） ・－（該当なし）

③ A（山地災害危険地区の危険度がＡ又はＢになっている地区、若しくは山腹崩壊等が発生している地区）・B（山地災害危険地区の危険度がＣとなっている地区、若しくは山腹崩壊等の発生のおそれが
極めて高い地区）・C（A、B以外）

（2）A（いずれかの項目に該当する。（ア）木材を利用した土留工等の設置を計画（イ）木材を有効利用した工種・工法の開発、普及、定着を図る計画）・B（Aには該当しないが、木材を利用した計画である）
・－（該当なし）

（4）① A（保全対象に市街地又は集落、主要公共施設（道路等を含む）、要配慮者利用施設等が含まれる）・B（保全対象にＡ以外の農地、ため池、用排水施設、漁場等が含まれる）・C（A、B以外）
・－（該当なし）

② A（豪雨、地震、火山噴火、地すべり、流木等による山地災害により、国民の生命・財産に被害が発生した地区）・B（豪雨、地震、火山噴火、地すべり、流木等による山地災害により、国民の生命・
財産に被害の発生のおそれがある地区）・C（A、B以外）


